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附属資料１(１/２) 

 

 

仙 台市水防 協議 会条例                                  

                                          昭和25年７月１日 

                                          仙台市条例第30号 

（設置等） 

第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第３４条第１項の規定に基づき、本市に仙台市水防協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

第２条 協議会に関しては、水防法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（組織） 

第３条 協議会は、次の者をもって組織する。 

⑴ 会 長  １人 

⑵ 副会長  ２人 

⑶ 委 員  若干人 

第４条 会長は、水防管理者をもって充てる。 

２ 副会長及び委員（第６条及び第８条において「委員等」という。）は、関係行政機関の職員並びに水防に関

係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

（会長） 

第５条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。 

（任期） 

第６条 関係行政機関の職員たる委員等の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員等の任期は、２年とす

る。ただし、補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 水防管理者において必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてこれを免じ、

又は解嘱することができる。 

（会議） 

第７条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

第８条 会議は、委員等の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（幹事及び書記） 

第９条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長がこれを命じ、若しくは委嘱し、又は免じ、若しくは解

嘱する。 

２ 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。 

３ 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。 

（費用弁償） 

第10条 会長、副会長、委員、幹事又は書記に対しては、費用を弁償することができる。 

（委任） 

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 



附属資料１(２/２) 

 

   附 則 

 この条例は、昭和25年７月１日から施行する。 

附 則（平成17年10月７日改正） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日改正） 

この条例は、公布の日から施行する。 



附属資料２(１/２) 

仙台市水防協議会委員等名簿 

役職 職 名 等 氏 名 

会 長  仙台市長 郡  和子 

副会長  仙台市副市長 髙橋 新悦 

副会長    〃  危機管理局長  白山 幸喜 

委 員  仙台市議会議員 佐々木 真由美 

委 員     〃 ごとう 咲子 

委 員  仙台管区気象台気象防災部長 横井 信太郎 

委 員  東北運輸局総務部長 會田  光 

委 員  ＮＴＴ東日本株式会社宮城事業部宮城支店設備部長 梅本 直也 

委 員  東北地方整備局仙台河川国道事務所長 阿部 俊彦 

委 員     〃   釜房ダム管理所長 木村  晃 

委 員  宮城県仙台土木事務所長 鈴木 光晴 

委 員   〃 仙台地方ダム総合事務所長 岩渕  繁 

委 員  宮城県警察仙台市警察部長 後藤 延好 

委 員 宮城県消防協会仙台地区支部長 小松 謙一 

委 員  仙台市女性防火クラブ連絡協議会会長 野田 幸代 

委 員 仙台市建設局長 二階堂 聡 

委 員  仙台市消防局長 千葉 弘樹 



附属資料２(２/２) 

役職 職 名 等 氏 名 

幹 事  仙台管区気象台気象防災部予報課長 加茂 祐一 

幹 事  東北地方整備局仙台河川国道事務所河川管理課長 柿崎 憲勝 

幹 事 ＮＴＴ東日本株式会社宮城事業部災害対策室長 酒井 克典 

幹 事  宮城県仙台土木事務所技術主幹（河川砂防第一班長） 加茂 謙一 

幹 事   〃 仙台土木事務所技術次長（河川砂防第二班長） 佐藤 正俊 

幹 事  〃 仙台土木事務所次長（行政第二班長） 佐藤 玲子 

幹 事  宮城県警察本部警備部警備課災害対策室長 大野 憲明 

幹 事 仙台市青葉消防団長 菅山 美香 

幹 事   〃 宮城野消防団長 伊藤 睦裕 

幹 事   〃 若林消防団長 大内 文浩 

幹 事   〃 太白消防団長 小川 龍男 

幹 事   〃 泉消防団長 柴田 孝一 

幹 事   〃 秋保消防団長 伊藤 光一 

幹 事 仙台市経済局農林部農業土木課長 菊池 裕輝 

幹 事   〃 都市整備局建築宅地部宅地保全課長 佐藤 光啓 

幹 事   〃 建設局下水道建設部河川課長 佐藤 雅和 

幹 事   〃  〃 下水道管理部下水道調整課長 栗田 隆行 

幹 事   〃  〃     〃    下水道北管理センター所長 三塚 祐司 

幹 事   〃  〃     〃    下水道南管理センター所長 千葉  守 

幹 事   〃 青葉区まちづくり推進部区民生活課長 本田 光宏 

幹 事   〃 青葉区宮城総合支所まちづくり推進部参事兼区民生活課長 菅原 功郎 

幹 事   〃 宮城野区まちづくり推進部区民生活課長 尾崎 宏之 

幹 事   〃 若林区まちづくり推進部区民生活課長 寺澤 裕介 

幹 事   〃 太白区まちづくり推進部区民生活課長 永澤  信 

幹 事   〃 泉区まちづくり推進部区民生活課長 石川 邦雄 

幹 事   〃 消防局青葉消防署長 鈴木 一之 

幹 事   〃  〃 宮城野消防署長 長濱 俊伸 

幹 事   〃  〃 若林消防署長 中澤 公彦 

幹 事   〃  〃 太白消防署長 荒井  勲 

幹 事   〃  〃 泉消防署長 髙橋 正裕 

幹 事   〃  〃 参事兼宮城消防署長 伊藤 睦雄 

幹 事  〃  〃 総務部総務課長 佐藤  恵 

幹 事   〃  〃 警防部警防課長 近藤 純一 

幹 事   〃  〃 警防部指令課長 難波 敏明 

幹 事    〃   危機管理局参事 髙橋 宗弘 

幹 事    〃   危機管理局防災・減災部長 髙橋 勝美 

幹 事    〃       〃    危機管理部危機管理課長 星   努 

幹 事   〃       〃    危機管理部危機対策課長 飯島 裕貴 

幹 事    〃       〃    防災・減災部防災計画課長 庄子 正宏 

幹 事    〃       〃   防災・減災部減災推進課長 神倉  崇 



令和８年度　重要水防箇所別調書

河 地区名 評定種別 対 策 水 防 水防警報 担 当
川 及び 及び 　　　堤防（ｍ） 　工作物（箇所） 対象
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 観測所 分　団

0.8 + 50 日辺 越水 2,857 警戒巡視 閖上第二
3.6 左岸 1 2,857 避難誘導 名取橋
3.0 + 45 日辺 基礎地盤漏水 927 釜段工
3.8 - 32 左岸 2 0 月の輪工
3.6 日辺 越水 1,825 警戒巡視
5.4 左岸 3 1,825 避難誘導
3.8 + 8 日辺 基礎地盤漏水 400 釜段工
4.4 左岸 4 0 月の輪工
4.4 + 55 日辺 堤体漏水 173 月の輪工
4.6 + 120 左岸 5 0 木流し工
5.6 郡山 越水 735 警戒巡視
6.2 左岸 6 735 避難誘導
6.2 郡山 越水 690 警戒巡視
7.0 左岸 7 690 避難誘導
6.4 + 100 郡山 堤体漏水 235 月の輪工
6.8 左岸 8 0 木流し工
6.8 郡山 工作物 1 釜段工

左岸 9 月の輪工
7.0 + 51 郡山 堤体漏水 368 月の輪工
7.4 左岸 10 49 木流し工
7.0 + 100 郡山 越水 919 警戒巡視
7.8 + 100 左岸 11 919 避難誘導
8.0 郡山 越水 180 警戒巡視
8.2 左岸 12 180 避難誘導
8.6 + 50 富田 基礎地盤漏水 340 釜段工
9.0 + 60 左岸 13 340 月の輪工
11.1 富田 基礎地盤漏水 300 釜段工
11.4 左岸 14 300 月の輪工

名

取

川

令和８年度評定距離標

令和８年度

東

北

地

方

整

備

局

仙

台

河

川

国

道

事

務

所

指
導
官
所

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

六郷

郡山

長町

西多賀

(東北地方整備局)

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋
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重要水防箇所別調書

河 地区名 評定種別 対 策 水 防 水防警報 担 当
川 及び 及び 　　　堤防（ｍ） 　工作物（箇所） 対象
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 観測所 分　団

0.8 + 150 閖上(上) 越水 2,442 警戒巡視 閖上第二 閖上
3.4 　 　 右岸 15 2,442 避難誘導 名取橋 東中田
2.6 + 55 閖上(上) 基礎地盤漏水 340 釜段工
3.0 右岸 16 0 月の輪工
2.8 + 40 閖上(上) 堤体漏水 111 月の輪工
2.8 + 151 右岸 17 0 木流し工
3.6 中田 越水 325 警戒巡視
4.0 右岸 18 325 避難誘導
6.0 中田 越水 597 警戒巡視
6.6 右岸 19 597 避難誘導
6.4 + 36 中田 基礎地盤漏水 249 釜段工
6.6 + 89 右岸 20 89 月の輪工
6.6 + 180 中田 堤体漏水 210 月の輪工
6.8 + 190 右岸 21 210 木流し工
6.8 中田 基礎地盤漏水 380 釜段工
7.0 + 180 右岸 22 60 月の輪工
7.0 + 50 中田 越水 274 警戒巡視
7.2 ＋ 100 右岸 23 274 避難誘導
7.2 + 100 中田 基礎地盤漏水 344 釜段工
7.6 + 44 右岸 24 44 月の輪工
7.6 + 50 中田・上河原 越水 150 警戒巡視
7.8 右岸 25 150 避難誘導
7.8 + 28 上河原 基礎地盤漏水 466 釜段工
8.2 + 94 右岸 26 172 月の輪工
8.0 上河原 堤体漏水 300 月の輪工
8.3 右岸 27 300 木流し工
10.8 熊野堂 基礎地盤漏水 760 釜段工
11.4 + 180 右岸 28 760 月の輪工
11.6 熊野堂 越水 500 警戒巡視
12.0 右岸 29 500 避難誘導

(東北地方整備局)
令和８年度評定

東

北

地

方

整

備

局

仙

台

河

川

国

道

事

務

所

名

取

川

距離標 指
導
官
所

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

令和８年度

名取橋

名取橋

名取市
閖上

東中田

中田

名取市
高舘

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋
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重要水防箇所別調書

河 地区名 評定種別 対 策 水 防 水防警報 担 当
川 及び 及び 　　　堤防（ｍ） 　工作物（箇所） 対象
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 観測所 分　団

0.0 若林 越水 1,041 警戒巡視
1.0 + 100 左岸 30 1,041 避難誘導
0.6 若林 堤体漏水 220 月の輪工
0.8 + 40 左岸 31 0 木流し工
2.0 + 100 若林 基礎地盤漏水 1,190 釜段工
3.2 + 150 左岸 32 1,190 月の輪工
2.2 + 9 若林 工作物 1 釜段工

左岸 33 月の輪工
2.6 + 61 若林 工作物 1 釜段工

左岸 34 月の輪工
3.4 + 50 若林 越水 90 警戒巡視
3.6 + 100 左岸 35 90 避難誘導
0.2 長町 越水 402 警戒巡視・避難誘導

0.6 右岸 36 402 堰板工
3.6 長町 越水 100 警戒巡視
3.6 + 100 右岸 37 100 避難誘導

令和８年度評定距離標

広瀬橋

広瀬橋

令和８年度

広

瀬

川

広瀬橋

広瀬橋

広瀬橋

南材

東

北

地

方

整

備

局

仙

台

河

川

国

道

事

務

所

(東北地方整備局)

郡山
広瀬橋

指
導
官
所

六郷

広瀬橋

広瀬橋
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重要水防要注意区間調書

河 地区名 評定種別 令和８年度評定 対 策 水 防 水防警報 担 当
川 及び 及び 工事施工 新堤防 陸閘 対象
名 左右岸別 図面番号 （箇所） 旧川跡（ｍ） （箇所） 工 法 名 観測所 分　団

1.2 + 30 日辺 破堤箇所 － シート張工
左岸 要1 － 木流し工

1.4 + 10 日辺 破堤箇所 － シート張工
左岸 要2 － 木流し工

3.0 + 60 日辺 破堤箇所 － シート張工
左岸 要3 － 木流し工

6.2 + 30 郡山 旧川跡 110 釜段工
6.2 + 140 左岸 要4 110 月の輪工
7.8 + 50 郡山 旧川跡 90 釜段工
8.0 左岸 要5 90 月の輪工
8.0 郡山 旧川跡 10 釜段工
8.0 + 10 左岸 要6 10 月の輪工
8.6 + 50 富田 旧川跡 135 釜段工
8.8 左岸 要7 135 月の輪工
2.4 閖上（上） 破堤箇所 － シート張工

右岸 要8 － 木流し工
2.8 + 40 閖上（上） 破堤箇所 － 釜段工
3.0 右岸 要9 － 月の輪工
2.8 + 90 閖上（上） 破堤箇所 － シート張工

右岸 要10 － 木流し工
7.8 + 130 上河原 旧川跡 220 釜段工
8.0 + 140 右岸 要11 220 月の輪工
9.4 閖上（上）・ 旧川跡 160 釜段工
9.4 + 160 中田　右岸 要12 160 月の輪工
10.2 + 110 熊野堂 旧川跡 280 釜段工 名取市
10.6 右岸 要13 280 月の輪工 高舘
1.0 + 180 若林 旧川跡 150 釜段工
1.2 + 70 左岸 要14 150 月の輪工
1.4 + 110 若林 旧川跡 80 釜段工
1.4 + 190 左岸 要15 80 月の輪工
1.8 + 90 若林 旧川跡 90 釜段工
2.0 + 40 左岸 要16 90 月の輪工
2.4 + 140 若林 旧川跡 120 釜段工
2.6 + 70 左岸 要17 120 月の輪工
3.5 + 70 若林 陸閘 1 積土のう工

左岸 要18 堰板工
3.5 + 100 長町 陸閘 1 積土のう工

右岸 要19 堰板工

指
導
官
所

名

取

川

名取橋

名取橋

名取橋

距離標

名取橋

名取橋

名取橋

名取橋 六郷

郡山

長町

名取市
閖上

中田

名取橋

名取橋

名取橋

広瀬橋

南材広瀬橋

広瀬橋

広瀬橋

名取橋

名取橋

名取橋

郡山

東

北

地

方

整

備

局

仙

台

河

川

国

道

事

務

所

(東北地方整備局)

≪参考：特定の区間≫

12.00km 特1

広

瀬

川

広瀬橋
六郷

広瀬橋

河川名

名取川

距離標
地区名
及び

左右岸別
延長 図面番号

水防警報
対象
観測所

担当分団 指導官所

0.0k
12.0k

名取市閖上右岸
名取市熊野堂右岸

名取橋
広瀬橋

中田・東中田
東北地方整備局

仙台河川国道事務所
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附属資料３-２(１/１) 

重要水防箇所評定基準                            
                                                   （東北地方整備局） 

 
種 別 

 

重 要 度                            
要注意区間 

Ａ  水防上最も重要な区間                     Ｂ  水 防 上 重 要 な 区 間                     

越 水 
（溢 水） 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあ
っては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の
計画余裕高に満たない箇所。 

 

堤体漏水 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生
じている箇所。 

堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生
じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能
に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）がある箇所。 

水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性
が特に高いと考えられる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災
状況が確認できるもの）があり、安全が確認されてい
ない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、
進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災
状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法匂
配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の
生じるおそれがあると考えられる箇所。 

水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能
性が高いと考えられる箇所。 

 

基礎地盤 
漏  水 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変
状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の
変状が繰り返し生じている箇所。 

基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる
変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生
じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確
認できるもの）がある箇所。 

水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可
能性が特に高いと考えられる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する
変状の履歴（被災状況が確認できもの）があり、安全
が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生
じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状
が集中している箇所。 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する
変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、
基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生
じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 

水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる
可能性が高いと考えられる箇所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、
その対策が未施工の箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防
護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策
が未施工の箇所。 

波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績がある
が、その対策が未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない
程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。 

 
 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要
な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇
所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流
量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高
潮位）以下となる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水
流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇
所。 

 

工事施工 

  出水期間中に堤防を
開削する工事箇所又は
仮締切り等により本堤
に影響を及ぼす箇所。 

新堤防 

・破堤跡 

・旧川跡 

  新堤防で築造後３年
以内の箇所。 

破堤跡又は旧川跡の
箇所。 

陸 閘 

  陸閘が設置されてい
る箇所。 

特定区間 

  風水害発生時にお
ける内閣としての初
動措置始動の基準と
なっている「破堤に
より甚大な被害が予
想される河川」で内
閣危機管理監が定め
た区間。 

 





 

附属資料４-１(１/１) 

重   要   水   防   箇  所 
                                            （ 宮 城 県 ） 
 

番 

号 
河川名       

右岸 

左岸別 
指定地名          

延  長 

（ﾒー ﾄﾙ） 
又は 
箇所数 

種      別 区分 対象水防工法             
担 当 

分 団 

指導 

官署 

4 名 取 川 左 岸 茂庭字人来田 800 堤 防 高            Ｂ 積土のう工 生 出 

宮 

城 

県 

仙 

台 

土 

木 

事 

務 

所 

5 広 瀬 川         左 岸 土    樋 300 洗      掘 Ｂ  捨て石工 

片 平 
6 〃 〃 米 ヶ 袋 450 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 

7 〃 〃 花    壇 300 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 

8 〃 右 岸 追    廻 600 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 

9 〃 左 岸 大    堀 600 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 川 前 

10 〃 右 岸 越    路 10 堤 防 高            Ｂ 積土のう工 八木山 

15 七北田川         左 岸 市 名 坂          140 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 市名坂 

16 梅 田 川         
左 岸 

右 岸 
苦     竹 200 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 東仙台 

17 〃 左 岸 原町五丁目          50 洗     掘 Ｂ  捨て石工 

原 町 18 〃 〃 〃 170 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 

19 〃 〃 原町四丁目          90 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 

20 〃 右 岸 梅 田 町          150 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 宮 町 

21 〃 〃 台原一丁目          90 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 小松島 

23 七北田川         左岸 白 鳥 200 洗     掘 Ｂ  捨て石工 港 

24 〃 〃 高砂二丁目 200 洗          掘 Ｂ  捨て石工 
高 砂 

25 〃 〃 福室六丁目 200 水     衝 Ｂ  木流し工 

26 〃 右 岸 岩切畑中          880 水     衝 Ｂ  木流し工 
岩 切 

27 〃 左 岸 岩切西河原          100 水     衝 Ｂ  木流し工 

33 北貞山運河 右 岸 種次藤塚          4,500 堤 防 高            Ｂ  積土のう工 六 郷 

 

※番号は、附属資料4-3（1/2～2/2）の重要水防区域図にある河川名の番号に合わせている。 

 



 

附属資料４-２(１/２) 

 
重要水防箇所評定基準                              〔河川〕             

                                          （宮 城 県） 

 
種 別 

 

重 要 度                             
  要 注 意 区 間                
 Ａ  水防上最も重要な区間                     Ｂ  水 防 上重 要な 区間                     

堤  防  高 
(流下能力) 

計画高水流量規模の洪水の水位
(高潮区間の堤防にあっては計画高
潮位）が現況の堤防高を越える箇所。 
既往洪水流量（２～３年に１回程

度）の水位が現況の堤防高を越え、
度々氾濫の実績がある箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
と現況の堤防高との差が堤防の計画余 
裕高に満たない箇所。 
既往洪水流量（２～３年に１回程

度）の水位が現況の堤防高に比して若
干堤防余裕高はあるが氾濫の実績もあ
り危険な箇所。 

 

堤防断面 

現況の堤防断面あるいは天端幅
が、計画の堤防断面あるいは計画の
天端幅の２分の１未満の箇所。 
一連の堤防のうち、堤防断面ある

いは天端幅が上下流に比して２分の
１未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅
が、計画の堤防断面あるいは計画の
天端幅に対して不足しているが、そ
れぞれ２分の１以上確保されている
箇所。 
一連の堤防のうち堤防断面あるい

は天端幅が上下流に比して２分の１
以上確保されているが３分の２に満
たない箇所。 

 

法崩れ 
・すべり 
・沈  下 

法崩れ、すべり、沈下の実績があ
るが、その対策が未施工の箇所。 

法崩れ、すべり、沈下の実績があ
るが、その対策が暫定施工の箇所。 
法崩れ、すべり、沈下の実績はな

いが、堤体あるいは基礎地盤の土
質、法勾配等からみて法崩れ、すべ
り、沈下が発生するおそれのある箇
所で、所要の対策が未施工の箇所。 

 

漏  水 

漏水の履歴があるが、その対策が
未施工の箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫
定施工の箇所。 
漏水の履歴はないが、破堤跡又は

旧河川の堤防等で、漏水が発生する
おそれがある箇所で，所要の対策が
未施工の箇所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れしているがその対策が未施工
の箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物
の突出箇所で、堤防護岸の根固め等
が洗われ一部破損しているが、その
対策が未施工の箇所。 

波浪による河岸の決壊等の危険に
瀕した実績があるが、その対策が未
施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河底が
深掘れにならない程度に洗掘されて
いるが、その対策が未施工の箇所。 

 
 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基
づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋
管その他の工作物の設置されている
箇所。 
橋梁その他の河川横断工作物の桁

下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）以下となる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）との差が堤防の計画余裕
高に満たない箇所。 
 

 

工事施工 

  出水期間中に堤防を
開削する工事箇所又は
仮締切り等により本堤
に影響を及ぼす箇所。 
 新堤防 

・破堤跡 

・旧川跡 

  新堤防で築造後３年
以内の箇所。 
破堤跡又は旧川跡の

箇所。 

陸 閘 
  陸閘が設置されてい

る箇所。 
   



 

附属資料４-２(２/２) 

  
重要水防箇所評定基準                              〔海岸〕            

                                               （宮 城 県） 
 

 
種 別 
 

            重 要 度                                                

Ａ  水防上最も重要な区間                       Ｂ  次 に 重 要 な 区 間                       Ｃ やや危険な区間 

堤防高   既設堤防高が計画堤防高以下で背後 
 地に公共施設及び人家が接している箇 
 所。 
 

  堤防高は計画堤防高であるが、背後 
 地に人家が多く特に注意を要する箇
所。 
 

 

水 衝   護岸が破損している箇所、または、 
 破損実績がある箇所。 
 

  護岸が不完全と考えられる箇所。 
 

 

洗 掘   堤脚または、護岸の根固めが洗掘し 
 ている箇所。消波等が破損して危険が 
 予想される箇所。 
 

  堤脚前面が洗掘の危険がある箇所。 
 

 

 



 

附属資料４-３(１/２) 

重要水防区域図        (宮城県所管) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附属資料４-３(２/２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附属資料５-１(１/１) 

準   重   要   水   防   区   域 
                                           （ 仙 台 市 ）               

 

番号 河 川 名 
区   域 
から～まで 

延  長 
（メートル） 

重 要 地 点             担当分団 連 絡 先 

１ 高野川両岸 
燕 沢 住 宅             
梅田川合流点             

2,800  燕沢住宅付近 1,500ｍ 
岩 切        
東仙台        

 仙台市建設局 
 河川課 

２ 
井土浦川         
両      岸 

二郷堀分水点             
貞山運河合流点 

2,520  六 郷        
 仙台市建設局 
 河川課 

３ 
貞山運河         
両      岸 

藤 塚             
蒲 生             

9,600 
 南丁 1～25     200ｍ 
 南丁 147～75    100ｍ 

六郷・ 
七郷・港 

 仙台土木事務所 

４ 二郷堀両岸 
二 郷 堀             
貞山運河合流点 

 900  二郷堀 100ｍ下流樋門 六 郷        
七 郷        

 仙台市経済局 
 農業土木課 

５ 
二郷堀導水

路両岸 

二郷堀分水点             

貞山運河合流点 
1,400 

 二郷堀導水路100ｍ 
 下流排水機場 

六 郷        

七 郷        

 仙台市経済局 

 農業土木課 

６ 要害川両岸 
市名坂天神沢             
市 名 坂 野 蔵             

2,000 
 市名坂字小柳 
 高玉町 

市名坂        
七北田        

 仙台土木事務所 

７ 広瀬川左岸 
芋 沢 字 新 田             
芋 沢 字 大 堀             

 200  西仙台病院東側 川 前         仙台土木事務所 

 



髙
野
川

Ｒ ４ 仙 台
バ
イ
パ
ス

市
名
坂

⑥
Ｌ
＝
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00
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川
両
岸
）

富
谷
町

利
府
町

大
和
町

①
Ｌ
＝
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野
川
両
岸
）

③
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＝
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郡
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川

岩
切

福
室
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賀
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市

福
田
大
橋

高
砂

福
田
町

下
岡
田

六
丁
目

名
取
橋 袋
原 落
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町

⑦
Ｌ
＝
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（
広
瀬
川
左
岸
）

八
乙
女

本
砂
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川

月
山
沼 斉
勝
沼

上
愛
子

白
沢

芋
沢

野
村

朴
沢

東 北 自 動 車 道

日
辺

仙
石

新
田

長
町

準
重
要
水
防
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域
図
（
水
防
倉
庫
等
配
置
図
）

六
郷

（
仙
台
市
）
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東 根 市

天
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市

山 形 市

今
泉
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河
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川
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川
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倉

川

川
崎
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田
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新
川
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下
川
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川
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原
町
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巻
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二
ツ
沢
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準
重
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域
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用
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瀬
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村
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来
田
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鳥

畑
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生

笹
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三
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塚
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次

北
目
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⑤
Ｌ
＝
1,
40
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二
郷
堀
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岸
）

附属資料５-２(１/１)



  水防資器材及び水防工具類の配置状況

焼
番
線

鉄
線

署内 　署所及び水防倉庫 河川 所在地

12 ６
㎜ ㎜

フ

ロ
ー

ト

一
般

10 10

／ ／
巻 巻

m m
㎏ ㎏ 2.7 1.8 0.9

m

100枚 枚 枚 玉 巻 巻 巻 本

本　署 2 440 5 16 1 1 3 63

国　見 3 39 6 7 3 1 4 20

片　平 6 200 2 4 2 2

小松島 8 30 3 6 1 4 20

荒　巻 4 74 5 2 2 3

本　署 25 160 85 24 2 1 3 6 100

高　砂 40 4 1 6

高砂水防倉庫（都市） － 高砂1丁目30-15 40 200 60 4 1 3 50

仙石水防倉庫 梅田川 仙石5-1 30 60 26 1 2 3 2 80 100

福田町水防倉庫 七北田川 福田町2丁目5-16 30 50 5 1 8 100

白鳥水防倉庫 七北田川 白鳥１丁目31-8 30 25 5 1 1 5 1 50 50

鶴巻水防倉庫 七北田川 鶴巻1丁目5-1 9 50 30 1 2 2 100 100

下岡田水防倉庫(都市） - 岡田字北在家65-21 15 200 60 1 3 50

南蒲生水防倉庫 蒲生字前通13-1 15 74 100 1 3 90 50

岩　切 30 1 3

岩切水防倉庫 七北田川 岩切字三所南１-４ 30 50 12 1 10 10 1 6 34

若宮水防倉庫 七北田川 岩切字若宮前38-2 20 60 43 6 9 50

畑中水防倉庫 七北田川 岩切字水分64-37 27 50 1 4 50 10 57

余目水防倉庫 七北田川 岩切字鴻ノ巣１６４-２ 15 50 20 1 2 3 3 100

鶴　谷 9 50 3

新田水防倉庫 梅田川 新田2丁目11-30 30 50 30 3 8 4 2 40 50

原　町 4 240 20 3 2 3

本　署 20 230 40 15 2 5 5 7 64

六丁の目水防倉庫(都市） － 六丁の目中町14-2 30 200 60 1 1 3 2 100

笹屋敷水防倉庫 貞山運河 荒井字笹屋敷157-6 30 30 5 1 1 5 2 90 50

六郷 20 20 4 1 4 4 19

六郷水防倉庫 － 今泉字久保田東32-65 30 200 50 5 1 1 5 2 90 50

種次水防倉庫 名取川 種次字中屋敷５２ 30 50 5 1 1 5 2 90 50

三本塚水防倉庫 貞山運河 三本塚字権太49-2 30 50 5 1 1 5 2 90 50

日辺水防倉庫 名取川 日辺字田中1 8 65 29 3 15 1 4 1 60

今泉水防倉庫 名取川 今泉字上新田103 34 53 28 1 19 1 3 1 100 50

河原町 5 100 20 9 1 2 1

河原町水防倉庫（都市） － 河原町1丁目-2-1 15 200 43 1 3 1 50

本　署 16 47 40 30 5 10 1 50

西多賀水防倉庫 木流掘・笊川 富沢三丁目15-1 10 20 5 1 1

長　町 15 200 15 1 3 50

長町水防倉庫(都市） － 大野田五丁目5-1 30 200 70 4 1 1 3 1 25

郡山水防倉庫 広瀬川・名取川郡山5丁目7-1 56 90 45 3 11 5 4 29 50

中　田 6 10 6 3 40

中田水防倉庫 名取川 中田4丁目14-5 30 70 58 1 21 1 8 3 140

落合水防倉庫 名取川 四郎丸字大宮26－10 30 60 33 1 2 4 2 32 79 45

八木山 5 6 3 2 2 52

秋　保 12 23 1 2 1 31

茂　庭 6 8 8 2 1 6 2 2 26

人来田水防倉庫 名取川 茂庭字人来田中15-3 17 20 2 1

本　署 8 160 49 10 1 2 26 2 2 2 101 65

八乙女 12 60 50 2 2 4 10

八乙女水防倉庫 七北田川 松森字沢目3-1 30 80 30 1 2 6 1 87 100

松　陵 16 40 4 1 1 3 9

松森水防倉庫 七北田川 市名坂字油田1-2 30 79 21 1 3 2 4 2 100

高　森 25 20 1 1 20 29

根白石 5 15 2 3

本　署 6 80 12 22 1 1 1 5 9 28

熊ヶ根 4 10 1

上愛子水防倉庫 広瀬川 上愛子字大道35-1 11 70 29 1 3 3 4 2 100

合計 57 水防倉庫数 1,014 3,334 2,219 649 27 127 38 5 69 225 49 33 1,080 122 2,477
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令和８年４月１日現在

本 枚 個 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 本 個 台 艇 艇 機 着 個

80 24 3 47 2 23 14 3 2 19 6 9 8 1 6 5 1 44 5

4 3 5 3 1 2 2 4 2 1 2 1 4 15 1

8 7 2 8 1 1 2 1 　 25 1

30 2 6 1 1 5 1 1 2 1 1 5 1

5 8 2 3 6 2 2 1 2 1 2 8 1

200 20 3 50 2 3 1 5 8 1 2 12 5 2 5 1 1 1 1 50 2

25 6 6 3 1 1 1 4 1 　 2 2 33 2

55 2 10 3 5 3 1 1 5 3 1 1 1 1 1 　 22 1

100 2 20 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 1 2 2 　 1 1 20 1

40 5 10 5 5 5 1 2 1 1 1 5 2

50 2 20 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 1 　 15 1

100 2 20 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 1 2 2 2 1 1 1 10 2

50 2 10 3 2 5 2 1 1 1 　 5 2

50 2 30 5 5 8 7 5 5 5 5 10 5 7 3 2 2 1 5 1

4 3 1 3 1 1 1 7

35 2 19 7 7 1 5 6 9 6 6 6 5 6 2 1 2 1 1 12 1

50 2 20 5 5 1 5 6 7 6 6 5 3 7 1 1 2 2 1 1 10 1

45 2 20 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 1 1 2 2 1 1 1 10 1

100 2 20 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 2 1 2 2 1 1 1 10 1

1 5 9 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5

50 2 21 5 5 5 4 6 7 5 5 5 10 7 1 1 3 2 　 8 1

18 5 3 8 1 2 1 1 1 2 1 11

70 100 7 32 7 8 2 4 11 6 25 1 4 3 8 2 3 3 1 1 50 1

110 2 20 5 3 1 2 5 5 5 5 5 7 2 1 2 1 1 5 1

50 2 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 2 1 5 1

10 4 10 6 3 1 4 2 1 3 3 2 　 1 1 24  

45 2 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 2 1 5 1

50 2 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 2 1 5 1

50 2 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 2 1 5 1

80 3 20 5 5 2 5 6 6 6 6 5 6 3 2 1 2 　 1 1 29 1

50 2 21 10 5 1 5 6 7 7 5 5 4 8 1 1 2 2 1 1 1 9 1

3 20 5 5 2 2 1 2 4 2 6 2

50 2 10 3 2 1 1 1 4 1 1 　 5 1

65 79 4 46 5 11 5 6 6 8 3 4 8 2 2 4 1 1 38 6

10 1 5 5 5 5 5 3 3 1 1 2 1 4

42 2 10 1 4 3 4 2 2 1 1 1 1 7

25 2 10 3 2 2 1 2 1 1 1 13 2

50 4 42 10 10 2 9 9 11 11 9 12 7 2 3 3 4 20

10 1 4 3 2 2 3 1 1 1 1 15 1

140 4 42 8 10 4 7 11 10 15 9 9 10 10 3 2 4 2 1 1 1 20 1

50 2 21 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 1 1 2 2 1 10 1

87 2 15 6 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 7 1

26 2 8 1 1 1 3 3 2 1 1 1 10 1

43 1 10 2 2 2 2 3 8 2 2 2 2 2 1 2 1 7 1

30 20 5 5 5 5 2 5 2 1 2 1 10

380 170 19 84 8 13 3 11 11 25 4 2 2 12 4 6 3 5 　 1 1 62 6

1 20 10 7 4 4 3 13 3 1 12 9 3 4 3 1 2 20 1

100 2 20 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 1 2 2 2 1 2 10 1

40 2 20 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 4 2 　 10 1

100 2 20 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 2 1 2 2 　 6

14 2 21 5 6 1 1 2 5 5 2 5 1 5 1 2 1 5 1

2 22 5 5 2 1 4 5 1 1 4 1 1 1 18 1

60 41 3 25 6 6 5 1 3 6 14 1 6 8 4 1 2 2 1 1 1 53 9

7 1 5 5 3 1 1 1 5 3 1 3 1 1 2 11 5

100 2 20 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 2 1 2 2 6

2,963 434 129 1,107 202 288 144 155 152 220 335 154 203 54 232 132 70 104 100 25 20 19 845 78
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附属資料７(１/３) 

消防機関の通信系統 （令和８年４月１日現在） 

（１） 有線系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城野消防署 
若林 消防署 
太白 消防署 
泉  消防署 
宮城 消防署 

高砂分署 
六郷分署 
八乙女分署 
１７出張所 
救急ステーション 
中央救急出張所 

 塩釜消防本部 病院 気象台 

市役所・各区役所 

国土交通省 

各区役所 
ガス局，水道局 
交通局，東北電力 
報道機関 

（凡例） 

メタル回線 

宮城県庁 

宮城県警 

災害対策本部 
(青葉区役所) 

仙台市消防局 

青葉消防署 

消防航空センター 

光回線 



附属資料７(２/３) 

（令和８年４月１日） 

 

（２） 無線系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防車 

消防車 
260MHz 帯 
車載端末 

救急車 
260MHz 帯 
車載端末 
 

無線情報車 
260MHz 帯 
車載端末 

隊員 
260MHz 帯 
400MHz 帯 
 

消防団機械器具置場・ 
積載車・団員 
260MHz 帯受令器 
ＩＰ無線機 

消防ヘリコプター 
130MHz 帯 
260MHz 帯 

消防航空隊 
130MHz 帯 
260MHz 帯 

仙台市消防局 
260MHz 帯 
400MHz 帯 

260MHz 帯 
権現森山基地局 
八木山基地局 
大年寺山基地局 
大八山基地局 
芋峠基地局 

ヘリコプターテレビ 
15GHz 帯 
380MHz 帯 

7.5GHz 帯 

署・分署・出張所 
 

中央救急出張所
260MHz 帯 
ＩＰ無線機 

移動体高速通信網 
（キャリア） 



附属資料７(３/３) 

（令和８年４月１日） 

（３） 映像伝送システム系統図 

 

 

災害対策本部 

（青葉区役所） 

仙台市消防局 

無線情報車 

通信衛星 

スーパーバード B3 

高所監視カメラ 

○青葉区一番町 

○青葉区芋沢 

災害現場 

（ヘリコプター 

    テレビ） 
（衛星地球局） 

消防庁 

都道府県 

消防本部 

宮城県庁 宮城県警 国土交通省 ６消防署 

消防ヘリコプター 

危機管理局 

（仙台市役所） 

八木山基地局 

受信設備 

各区役所 
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仙台市防災行政用無線ＩＰ系配置表

配置場所 無線番号 配置場所 無線番号

指定避難所 001～195 議会事務局 574

補助避難所 196～328 監査事務局 769

福祉避難所

329～432
746～749
801～836

857
860～879

選挙管理委員会 770

津波避難施設
津波避難ビル

433～443
445～451

人事委員会 771

帰宅困難施設

452～465
750～761
787～790
793～795

856
858
879

農業委員会 772

災害情報センター 466～483 水道局 575

総務局

484～486
491～493
498～500

796

交通局 576

危機管理局

444
487

494～497
797～800

859
880～926

ガス局 577

まちづくり政策局 501 市立病院 578

財政局 502 青葉区役所
579～602
773～774

市民局
503～504
853～855

宮城総合支所
603～613
775～776

健康福祉局 505～508 宮城野区役所
614～636
777～778

こども若者局 509 若林区役所
637～660
779～780

環境局
510～514
838～852

太白区役所
661～684
781～782

経済局 515～519 秋保総合支所
685～694
783～784

文化観光局 520 泉区役所
695～724
785～786

都市整備局
521～527

791
災害時協力機関

725
731～736
743～745
762～765

792

建設局
528～551
766～768

837
防災関係機関 726～730

会計室 552 災害拠点病院 737～742

教育局
432

568～573

消防局
488～490
553～567

risai
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附属資料１０(１/５) 

非常配備基準及び非常時における警防本部等運営要領（抜粋） 

 

（平成１９年３月３０日消防局長決裁） 

第１章 総則 

 

(趣旨) 

第１ この要領は、仙台市消防活動基本規程（平成 13年 3月 28日仙台市消防局訓令第５号。以下「規

程」という。）第６４条に規定する非常配備時の報告及び仙台市消防活動基本規程実施要綱（平成

19 年 3 月 27 日消防局長決裁。以下「要綱」という。）で規定する、第３条第３項警防本部の運営

等、要綱第５条第１項署隊本部の運営等、要綱第５８条第２項警防態勢強化発令時の配備人員、隊

編成等の基準等並びに要綱第６０条非常配備の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２～第１０省略 

 

第４章 非常配備 

(非常配備の発令基準等) 

第１１ 非常配備等の発令基準は、別表第５－１に定めるとおりとする。なお、弾道ミサイル発射時

の対応は、別表５-２に定めるとおりとする。ただし、災害の発生状況等により発令した者が必要

と認めた場合は、解除又は区分を変更することができる。 

２ 警防態勢強化及び非常配備発令時の人員の基準は、別表第３に定めるとおりとする。ただし、消

防局は警防本部長又は警防副本部長、消防署は警防本部長、警防副本部長又は署隊本部長が必要と

認めた場合は、配置人員を増減することができる。 

 

（非常配備発令時の活動態勢） 

第１２ 署隊本部長は、非常配備が発令された場合、別表第６のとおり、要綱第５９条に規定する非

常配備の種別に応じた隊編成を行い、活動態勢を整えるものとする。 

 

以下省略 



第一警防態勢 第二警防態勢 一次 二次 特別

総　数（名） 281 284 319 471 690
総　数（名） 28 31 36 76 116

警防本部 11 14 19 54 80

消防航空隊 5 5 5 8    14(9)

救急指導課指導係（ＳＴ） 3 3 3 4 8

救急指導課対策係（中央）    9(6)    9(6)    9(6)    10(7) 14

総　数（名） 51 51 56 79 109

本　署      23(20)      23(20)      28(25)      39(36) 50

片　平 10 10 10 13 20

国　見 7 7 7 10 14

荒　巻 7 7 7 10 14

小松島 4 4 4 7 11

総　数（名） 47 47 52 72 105

本　署 17 17 22 30 45

高　砂 9 9 9 12 18

鶴　谷 7 7 7 10 14

岩　切 7 7 7 10 14

原　町 7 7 7 10 14

総　数（名） 38 38 43 59 87

本　署 17 17 22 30 45

河原町 9 9 9 12 16

六　郷 7 7 7 10 14

特別機動救助隊 5 5 5 7 12

総　数（名） 49 49 54 77 112

本　署 17 17 22 30 45

長　町 7 7 7 10 14

中　田 7 7 7 10 14

八木山 7 7 7 10 14

秋　保 7 7 7 10 14

茂　庭 4 4 4 7 11

総　数（名） 44 44 49 71 107

本　署 17 17 22 30 45

八乙女 7 7 7 10 14

特別機動救助隊 5 5 5 7 12

松　陵 4 4 4 7 11

高　森 4 4 4 7 11

根白石 7 7 7 10 14

総　数（名） 24 24 29 37 54

本　署 17 17 22 27 40

熊ヶ根 7 7 7 10 14

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８ 消防局は警防本部長又は警防副本部長、消防署は署隊本部長が必要と認めた場合は、配置人員を増減することができる。

救急ステーション実習職員は、特別配備の場合、必要に応じて所属署所に参集する。

宮
城
野
署

若
林
署

太
白
署

泉
署

宮
城
署

派遣職員、救命士研修所入校職員及び消防学校初任総合教育入校職員を除いた人員。

総務部の市長部局併任者は除く。

警防態勢強化（第二警防態勢）の招集は、各署管理職又は代行者1名以上を含む。

消防航空隊（ ）書きについては、航空機１機体制時の人員。なお、消防航空班の人員については、消防航空隊に含む。　

中央救急出張所（ ）書きについては、中央第３救急小隊を除く人員。　

青葉署本署（ ）書きについては、青葉第３救急小隊を除く人員。　

別表３（第７、第１１関係）

非常配備等人員の基準

全
計

体制レベル 通　常
警防態勢強化 非常配備

全
職
員

消
防
局

青
葉
署
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タイプライターテキスト
附属資料１０(２/５) 



別表第5‐1（第11条関係）

事　象　等 備　考

第一
警防態勢

　国土交通大臣が行う水防警報「待機」が発表されたとき。
　消防局及び対象となる河川を
管轄する消防署に限る。

第二
警防態勢

　国土交通大臣又は宮城県知事が行う水防警報「準備」が発表されたと
き。

　消防局及び対象となる河川を
管轄する消防署に限る。

一次配備
　国土交通大臣又は宮城県知事が行う水防警報「出動」が発表されたと
き。

　消防局及び対象となる河川を
管轄する消防署に限る。

二次配備

事　象　等 備　考

第一
警防態勢

1
　
２

　市域において気象に関する警報等が発表され、災害の発生が予想さ
れるとき。

第二
警防態勢

１
　
２

　市域において、気象に関する警報等が発表され、災害の多発が予想
されるとき。
　市域において「土砂災害警戒情報」が発表されたとき。

一次配備
　市域において、河川はん濫や土砂災害等に関する「高齢者等避難」
が発令されたとき。

左欄については、消防局及び発
令町丁目を管轄する消防署に
限る。

二次配備
　市域において、河川はん濫や土砂災害等に関する「避難指示」が発
令されたとき。

左欄については、消防局及び発
令町丁目を管轄する消防署に
限る。

特別配備
１
　
２

　市域において、河川はん濫や土砂災害等に関する「緊急安全確保」
が発令され、災害が市域に広範囲で発生したとき。
　気象特別警報が発表され、災害が市域に広範囲で発生したとき。

全職員を招集

事　象　等 備　考

一次配備
　宮城県に津波注意報が発表されたとき。
　（災害警戒本部体制・警戒配備）

左欄については、消防局及び海
岸部・河口部を管轄する消防署
に限る。

二次配備
　宮城県に津波警報が発表されたとき。
　（災害対策本部体制・非常１号配備）

特別配備
　宮城県に大津波警報が発表されたとき。
　（災害対策本部体制・非常２号配備）

全職員を招集

配備等の
種別・区分

津
波
非
常
配
備

〇津波非常配備

非常配備等の発令基準

　非常配備等の発令基準については下表のとおりとし、配備等の種別や区分に応じた体制により、災害対応を実施
するものとする。
　１　「警防準備体制」・・・警防準備と連絡体制を確保し、災害情報の収集等にあたる体制
　２　「警防態勢強化『第一警防態勢』」・・・必要に応じ、警防本部及び署隊本部に初動対応班を設置する体制
　３　「警防態勢強化『第二警防態勢』」・・・警防本部及び署隊本部に初動対応班を設置する体制
　４　「一次配備」・・・災害の状況に応じた応急対策活動を実施し、速やかに上位の体制に移行し得る体制
　５　「二次配備」・・・一次配備の体制をさらに強化し、災害の状況に応じた応急活動を実施する体制
　６　「特別配備」・・・全職員を招集し、組織の総力を挙げて総合的な応急対策活動を実施する体制

〇水防非常配備

配備等の
種別・区分

警
防
態
勢
強
化

水
防
非
常
配
備

※消防航空隊、救急指導課（ST、中央）は除く

〇異常気象非常配備

配備等の
種別・区分

警
防
態
勢
強
化

異
常
気
象
配
備
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事　象　等 備　考

第一
警防態勢

　「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたとき。

第二
警防態勢

一次配備
　市域において震度５弱（仙台管区気象台発表）の地震を観測したと
き。（災害警戒本部体制・警戒配備）

二次配備
　市域において震度５強（仙台管区気象台発表）の地震を観測したと
き。（災害対策本部体制・非常１号配備）

特別配備
　市域において、震度６弱（仙台管区気象台発表）以上の地震を観測し
たとき。（災害対策本部体制・非常２号配備）

全職員を招集

事　象　等 備　考

1
　
2

　仙台市災害警戒本部運営要領等の規定に基づく「警戒準備体制」が
指示されたとき。
　その他警防副本部長又は署隊本部長が必要と認めるとき。

第一
警防態勢

1
2
3
4
5

　連続放火火災が発生しているとき。
　広域かつ長時間の水道断減水及び停電等のとき。
　降雪及び積雪により消火栓等の確認が困難で除雪が必要なとき。
　市域において「林野火災注意報（警報）」が発令されたとき。
　その他警防副本部長又は署隊本部長が必要と認めるとき。

第二
警防態勢

1
　
2

　仙台市消防応援計画に基づく緊急消防援助隊等の派遣が決定され
たとき。
　その他警防副本部長又は署隊本部長が必要と認めるとき。

左欄１について、派遣職員につ
いては当該計画に基づき、各所
属において必要人員を招集す
る。

一次配備 　警防副本部長が必要と認めるとき。

二次配備 　警防本部長（消防局長）が必要と認めるとき。

特別配備

1
　
2

　仙台市災害対策本部や仙台市危機対策本部等が設置され、非常２
号配備が発令されたとき。
　その他、重大な災害や危機事象が発生し、警防本部長（消防局長）が
必要と認めたとき。

全職員を招集

※弾道ミサイル発射時の非常配備等の体制については、別表第5-2のとおりとする。
※各配備等については、災害の状況により発令者が認めた場合には、解除又は区分等を変更することができる。

〇地震非常配備

配備等の
種別・区分

警
防
態
勢

強
化

地
震
非
常
配
備

〇各配備共通・危機事象非常配備・その他非常配備

配備等の
種別・区分

警防準備体制

警
防
態
勢
強
化

非
常
配
備

risai
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別表第６（第１２関係）

非常配備の種別

１

２

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

１

２

⑴

⑵

⑶

１

２

⑴

⑵

⑶

⑷

地震非常配備

危機事象非常配備

その他非常配備

規程第４５条の規定に基づく大規模地震災害消防活動要領によるものとする。

規程第６５条の規定に基づく仙台市国民保護計画、仙台市危機管理指針及び仙台市危
機管理に関する要綱によるものとする。

その他必要に応じた活動態勢とする。

　情報支援隊
　必要に応じて指令班で編成し、主として無線情報車で災害現場における指揮本部
の指揮支援活動に従事する。

津波非常配備

警防態勢

　救命胴衣及び検索救助活動に必要な資機材を車両に積載する。（津波警報及び
大津波警報発表時）

隊編成

　避難広報隊
　津波警報等の発表により広報車等で編成し、津波警報発表時における避難広報
等活動要領及び宮城野、若林署及び太白消防署避難広報等活動要領により、避難
広報活動に従事する。

　消防航空隊
　航空機により海面変動の監視、避難広報活動、情報収集活動及び救助活動に従
事する。

　検索救助隊
　ポンプ車等で編成し、浸水被害エリアにおける検索救助活動に従事する。

　情報支援隊
　必要に応じて警防部指令課で編成し、主として無線情報車で災害現場における情
報収集等に従事する。

異常気象非常配備

警防態勢

必要に応じて、ホース及び風水害等の対応資機材を増強し配備する。

隊編成

　広報隊
　管内の被害状況の把握及び避難情報の伝達に係る広報等を実施する場合、広報
車等で編成し、必要な巡回及び広報活動に従事する。

　ポンプ車等の増隊
　必要に応じて、ポンプ車等の増隊を図る。

非常配備発令に伴う活動態勢

　署隊本部長は、非常配備が発令された場合、要綱第５９条に規定する非常配備の種別に応じた隊編成を行い、
活動態勢を整えるものとする。

活　動　態　勢

水防非常配備

警防態勢　　　

救命胴衣等の水防活動に必要な資機材を車両に積載する。

隊編成

　広報隊
　避難情報の伝達に係る広報等を実施する場合、広報車等で編成し、主として管内
の発令対象地区への広報活動に従事する。

　救命ボート隊
　避難誘導及び救助等の水防活動に従事する。

　水防工法隊
　主として水防工法等の活動に従事する。

　監視警戒隊
　仙台市水防計画に基づき、主として水災発生のおそれのある箇所の巡視及び水
位観測等の監視警戒に従事する。

　資機材搬送隊
　必要に応じて編成し、水防資機材等の搬送に従事する。

　人員輸送隊
　必要に応じて編成し、水防工法隊の隊員輸送に従事する。

　本部情報隊
　必要に応じて警防部指令課で編成し、主として無線情報車で災害現場における指
揮本部の指揮支援及び情報収集等に従事する。

risai
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附属資料１１(１/５) 

消防団の非常配備基準及び非常配備時における活動要領（抜粋） 

 （令和 2 年 6 月 3 日 消防局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要領は、消防団の非常配備の基準、招集人員及び活動態勢等に関し必要な

事項を定める。 

（非常配備の発令） 

第３条 仙台市消防活動基本規程第４条に規定する警防本部長又は警防副本部長は、気

象状況等により被害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、消防団に非常配備

を発令することができるものとする。 

２ 非常配備の種別は、次のとおりとする。 

⑴ 水防非常配備 

⑵ 津波非常配備 

⑶ 異常気象非常配備 

⑷ 地震非常配備 

⑸ その他非常配備 

３ 消防団の非常配備は、気象又は災害の状況に応じ、一次配備、二次配備、特別配備

に区分する。 

４ 非常配備は、消防団又は消防団の消防活動に関する要綱第４条に定める消防団隊を

指定して、発令又は解除することができる。 

５ 仙台市消防職員及び消防団員招集規程第５条第１号に規定する非常招集は、非常配

備の発令をもって命令がされたものとみなす。 

６ なお、非常配備に至らない状況においても、災害対応に係る準備等が必要な場合は、

「活動態勢強化」を発令し、非常配備に準じた対応とするものとする。 

（非常配備等の発令基準） 

第４条 消防団の非常配備等の発令基準は、別紙１に定めるとおりとする。 

（非常配備の招集人員、活動態勢等） 

（招集計画の策定） 

第５条 消防団本部長は、非常配備等の発令に備え、予め招集計画を策定するものとす

る。 

なお、異常気象非常配備に関しては、発令内容（土砂災害発生危険、河川氾濫に伴う浸

水危険、ため池決壊に伴う浸水危険など）や消防団隊が管轄する地域特性等を考慮した

計画を策定するものとする。（非常配備等の招集人員、活動態勢等） 

第６条 消防団の非常配備等の招集人員、活動態勢等は別紙２に定めるとおりとする。

ただし、署隊本部長は、前条の規定に基づき異常気象非常配備の発令内容に応じ消防団

隊を指定して招集することができる。 

２ 水防非常配備及び津波非常配備の場合の招集人員及び活動態勢は、それぞれ別紙３

及び別紙４に定めるとおりとする。 

３ 署隊本部長は、災害の状況等により必要と認める場合は、消防団隊又は配備人員を
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増減することができる。 

４ 署隊本部長は、前項の規定により、消防団隊及び配備人員を増減した場合は、警防

本部長又は警防副本部長へ報告するものとする。 

（大規模災害発生時等の消防団の任務） 

第７条 火災及び水災、震災その他大規模な災害発生時の消防団の消防活動は、当要領

に規定するほか、仙台市地域防災計画、仙台市水防計画及び消防活動基本規程の規定

に従う。 

別紙１（第４条関係） 

非常配備等の発令基準 

配備種別 活動態勢強化 一次配備 二次配備 特別配備 

水防 

非常配備 

〇水防警報「準備」
が発表された場合 

〇水防警報「出動」
が発表された場合 － － 

異常気象 

非常配備 

 
〇警防本部長又は警 
防副本部長が必要と 
認めた場合 
 

〇大雨、台風等の異
常気象により市内に
「避難指示」が発令
された場合 
 
 
 
 
 
 
〇大雨、台風等の異
常気象により市内に
自然災害が発生する
ことが予想される場
合 
 
 
〇警防本部長又は警 
防副本部長が必要と 
認めた場合 
 

〇大雨、台風等の異
常気象により市内に
「避難指示」が発令
された場合 
 
 
〇大雨、台風等の異
常気象により災害が
発生するなどした場
合 
 
 
〇警防本部長又は警 
防副本部長が必要と 
認めた場合 

〇大雨、台風等の異
常気象により市内に
「緊急安全確保」が
発令され、かつ、市域
に被害が発生する恐
れがある場合 
 
 
〇市内に気象特別警
報が発表され、かつ、
市域に被害が発生す
る恐れがある場合 
〇大雨、台風等の異
常気象により市域の
広範囲に災害が発生
するなどした場合 
 
〇警防本部長又は警 
防副本部長が必要と 
認めた場合 
 
 
 

その他 

非常配備 

 
〇警防本部長又は警
防副本部長が必要と
認めた場合 
 

 
〇警防本部長又は警
防副本部長が必要と
認めた場合 
 

 
〇警防本部長又は警
防副本部長が必要と
認めた場合 
 
 

 
〇警防本部長又は警
防副本部長が必要と
認めた場合 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

管轄区域がこれらに該当する団に発令 

必要と認められる団に対して発令 
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別紙３（第６条第２項関係） 
非常配備等の招集人員（水防非常配備） 

１ 招集人員 
「水防非常配備」招集人員は次による。 

名取川に発表された場合 
活動態勢強化 

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

若
林
消
防
団 

団本部 2名 2名 

「太白区山田字船渡前 3番1地
先から海までの区域」発表時 六郷分団 

8名 16名 

2名 4名 

七郷分団 2名 4名 

小 計 12名 22名  

太
白
消
防
団 

団本部 2名 2名 

「太白区山田字船渡前 3

番 1 地先から海までの区

域」発表時 

長町分団 2名 4名 

郡山分団 2名 4名 

西多賀分団 2名 4名 

   

中田分団 2名 4名 

東中田分団 2名 4名 

生出分団 2名 4名 「太白区茂庭字人来田西から

名取川頭首工までの区域」発表

時 
山田分団 2名 4名 

小 計 18名 34名  

合 計 30名 56名  

 

    

広瀬川に発表された場合 
活動態勢強化

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

若
林
消
防
団 

団本部 2名 2名  

    

南材分団 2名 4名  

六郷分団 2名 4名  

小 計 6名 10名  

太
白
消
防
団 

団本部 2名 2名  

    

長町分団 2名 4名  

郡山分団 2名 4名  

小 計 6名 10名  

合 計 12名 20名  
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笊川に発表された場合 
活動態勢強化

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

太
白
消
防
団 

団本部 2名 2名  

西多賀分団 2名 4名  

長町分団 2名 4名  

合 計 6名 10名  

    

旧笊川に発表された場合 
活動態勢強化

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

太
白
消
防
団 

団本部 2名 2名  

西多賀分団 2名 4名  

長町分団 2名 4名  

郡山分団 2名 4名  

合 計 8名 14名  

 

七北田川に発表された場合 
活動態勢強化

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

宮
城
野
消
防
団 

団本部 2名 2名 

「赤生津大橋から海まで

の区域」発表時 

岩切分団 6名 28名 

高砂分団 6名 20名 

港分団 4名 8名 

小 計 18名 58名  

泉
消
防
団 

団本部 2名 2名  

根白石分団 2名 4名 

「馬橋から赤生津大橋まで

の区域」発表時 

小角分団 2名 4名 

実沢分団 2名 4名 

野村分団 2名 4名 

上谷刈分団 2名 4名 

七北田分団 2名 4名 

市名坂分団 2名 4名 
「赤生津大橋から海まで

の区域」発表時 
八乙女分団 2名 4名 

松森分団 2名 4名 

小 計 20名 38名  

合 計 38名 72名 
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梅田川に発表された場合 
活動態勢強化 

【水防警報（準備）】 

一次配備 

【水防警報（出動）】 
備 考 

宮
城
野
消
防
団 

団本部 2名 2名  

原町分団  4名  

東仙台分団 2名 4名  

宮城野分団  4名  

高砂分団 2名 8名  

合 計 6名 22名  

  

要領第６条第３項の規定に基づき、署隊本部長は、災害の状況等により必要と認め

る場合は、招集する消防団隊及び人員を増減することができる。また、この場合、署

隊本部長は、要領第６条第４項の規定に基づき、その旨を警防本部長又は副本部長へ

報告すること。 

 

２ 活動態勢 

⑴ 招集時 

参集した団員は、小型動力ポンプ付積載車及び資機材点検、消防団本部や担当署

所と無線の通話試験を行い、その結果を消防団本部及び担当署所へ報告すること。 

⑵ 水防警報「準備」発表時 

所属団員との連絡体制の確保や管轄する水防倉庫の資材器具の整備点検等を行

い、出場に備えること。 

⑶ 水防警報「出動」発表時  

ア 必要に応じて監視警戒隊を編成し、職員隊と協力して、仙台市水防計画に基

づく重要水防区域、準重要水防区域及び消防団隊の担当する区域内の水位、潮

位、水防施設物及び水災発生危険箇所等の状況把握のための監視警戒を行うこ

と。  

イ 必要に応じて水防工法隊を編成し、水防工法に従事すること。  
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附属資料１３(１/８) 

特別警報・危険警報・警報・注意報の基準 
 

1. 水防活動用警報・注意報 
仙台管区気象台又は気象庁が発表する水防活動の利用に適合する（以下「水防活動用」という。）警

報・注意報は、指定河川洪水予報を除き、一般の利用に適合する特別警報、警報、注意報をもって代え

る。なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

水防活動用警報又は注意報と対応する一般の利用に適合する特別警報、警報、注意報の種類及びそれ

らの発表基準は次のとおりである。 

水防活動の利用に

適合する警報・注

意報 

一般の利用に適合

する特別警報・ 

危険警報・警報・

注意報 

概  要 関係法令 

水防活動用 

気象警報 

レベル３大雨警報 
大雨により重大な災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 法第 10条第 1項 

気象業務法第 13条第 1項 レベル４ 

大雨危険警報 

大雨による重大な災害が起こるおそれが大きい

と予想されたときに発表される。 

レベル５ 

大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 14 条の 2 第 1 項 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 13条第 1項 

津波特別警報 

（大津波警報の 

名称で発表） 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいと予想された

ときに発表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 13 条の 2 第 1 項 

水防活動用 

高潮警報 

レベル３高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により

重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 法第 10条第 1項 

気象業務法第 13条第 1項 
レベル４ 

高潮危険警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

重大な災害が発生するおそれが大きいと予想さ

れたときに発表される。 

レベル５ 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常で

あるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 13 条の 2 第 1 項 

水防活動用 

洪水警報 

レベル３氾濫警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河

川の増水により、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 法第 10条第 1項 

気象業務法第 13条第 1項 
レベル４氾濫危険

警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河

川の増水により、重大な災害が発生するおそれ

が大きいときに発表される。 

レベル５氾濫特別

警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河

川の増水により、災害が切迫または既に発生し

ているおそれが著しく大きく、身の安全の確保

が必要な場合に発表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 13 条の 2 第 1 項 

水防活動用 

気象注意報 

レベル２ 

大雨注意報 

大雨により浸水害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

法第 10条第 1項 

気象業務法第 14 条の 2 第 1 項 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

津波により沿岸部において災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。 法第 10条第 1項 

気象業務法第 13条第 1項 水防活動用 

高潮注意報 

レベル２ 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により

重大な災害が予想されたときに発表される。 

   



 

附属資料１３(２/８) 

水防活動用 

洪水注意報 

レベル２氾濫注意

報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河

川の増水により、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

 

（注１）大きな地震等が発生し、通常よりも災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨等の警報及

び注意報の基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

（注２）高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京湾平

均海面(TP)を用いる。 

 



 

 

２．特別警報の指標及び危険警報・警報・注意報発表基準一覧表 

令和8年5月28日現在発表官署

 仙台管区気象台 

 

＊1 表面雨量指数と流域雨量指数の組み合わせによる基準値を表しています。 

別紙１－１ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/1_1_miyagi.csv 

別紙１－２ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/1_2_miyagi.csv 

別紙１－３ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/1_3_miyagi.csv 

別紙１－４ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/1_4_miyagi.csv 

別紙３    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/3_miyagi.csv 

別紙４    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/miyagi/4_miyagi.csv 
 

 

 

仙台市東部 
府県予報区 宮城県 

一次細分区域 東部 

 市町村等をまとめた地域 東部仙台 

 

 

特別警報 

 

 

レベル５大雨 

表面雨量指数基準 別紙１－１のレベル５大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね30個

以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル５大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね20個

以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合 

レベル５高潮 
に限る）又は潮位 

水位（高潮予報区間 別紙４のレベル５高潮特別警報の基準値に到達することが予想される場合 

 

 

危険警報 

 

レベル４大雨 

表面雨量指数基準 別紙１－３の対象格子において別紙１－１のレベル４大雨危険警報の基準値に到達

することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－４の対象河川の格子において別紙１－２のレベル４大雨危険警報の基準値に

到達することが予想される場合 

レベル４高潮 水位（高潮予報区間 別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達することが予想される場合（基準値

に限る）又は潮位 に到達することが予想される場合に、おおむね６時間前までに発表） 

 

 

警報 

 

レベル３大雨 
表面雨量指数基準 別紙１－１のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 
＊1複合基準  別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 

レベル３高潮 
水位（高潮予報区間 別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達することが予想される場合（基準値

に限る）又は潮位 に到達することが予想される場合に、おおむね12時間前までに発表） 

 

 

注意報 

レベル２大雨 
表面雨量指数基準 別紙１－１のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 
＊1複合基準  別紙１－２のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 

レベル２高潮 水位（高潮予報区間 別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達することが予想される場合（基準値

に限る）又は潮位 に到達することが予想される場合に、おおむね18時間前までに発表） 

氾濫危険警報・レベル３氾濫警

象となる河川予報区のうち、仙台

市東部に関係する河川予報区名及

び基準観測所名 

レベル５氾濫特別警報・レベル４  

名取川（名取橋）、広瀬川（広瀬橋）、七北田川（市名坂） 

報・レベル２氾濫注意報の発表対 詳細は別紙３のとおり 

仙台市西部 
府県予報区 宮城県 

一次細分区域 西部 

 市町村等をまとめた地域 西部仙台 

 

特別警報 
 

レベル５大雨 

表面雨量指数基準 
別紙１－１のレベル５大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね30個
以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル５大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね20個以

上まとまって 

出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合 

 

危険警報 
 

レベル４大雨 

表面雨量指数基準 
別紙１－３の対象格子において別紙１－１のレベル４大雨危険警報の基準値に到
達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－４の対象河川の格子において別紙１－２のレベル４大雨危険警報の基準

値に到達する 
ことが予想される場合 

 

警報 レベル３大雨 
表面雨量指数基準 別紙１－１のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 
＊1複合基準  別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達することが予想される場合 

 

注意報 レベル２大雨 
表面雨量指数基準 別紙１－１のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 別紙１－２のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 
＊1複合基準  別紙１－２のレベル２大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合 

レベル５氾濫特別警報・レベル４

氾濫危険警報・レベル３氾濫警

報・レベル２氾濫注意報の発表対

象となる河川予報区のうち、仙台

市西部に関係する河川予報区名及

び基準観測所名 

 

七北田川（市名坂） 

詳細は別紙３のとおり 
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本
表
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気
象
・
高

潮
に
関
す
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特
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の
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危
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。
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又
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危
険
な
状
況
で
あ
る
旨
を
警
告
し
て
行
う
予
報

 

ウ
 
警

報
：
重

大
な

災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
の
あ
る
旨
を
警
告
し
て
行
う
予
報

 

エ
 
注
意
報
：
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
の
あ
る
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

 

⑶
 
表
中
に
お
い
て
、
対
象
の
市
町
村
等
で
現
象
が
発
現
し
な
い
特
別
警
報
・
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
に
つ
い
て
は
そ
の
欄
を
斜
線
で
、
ま
た
現
象
に
よ
る
災
害
が

 

極
め
て
稀
で
あ
り
、
災
害
と
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
具
体
的
な
基
準
を
定
め
て
い
な
い
特
別
警
報
・
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
に
つ
い
て
は
そ
の
欄
を
空
白
で
、
 

そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
 

⑷
 
地
震
や
火
山
の
噴
火
等
、
不
測
の
事
態
に
よ
り
気
象
害

 
に
か
か
わ
る
諸
条
件
が
変
化
し
、
通
常
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
状
態
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
非
常
措
置
と
し
て
基
準
の
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
の
運
用
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
あ
る
程
度

 

長
期
間
継
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
の
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
に
つ
い
て
、
対
象
地
域
を
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
限
定
し
て
「
暫
定
基
準
」
を
設
定
し
、

 

通
常
よ
り
低
い
基
準
で
運
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 

⑸
 
大
雨
に
関
す
る
特
別
警
報
・
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
の
表
面
雨
量
指
数
の
基
準
値
は
市
町
村
等
の
域
内
に
お
い
て
単
一
の
値
を
と
り
、
流
域
雨
量
指
数
の
基
準
値
は
河
川
ご
と
 

に
 1
km
 四

方
の
格
子
毎
に
設
定
し
て
い
る
。
レ
ベ
ル
３
大
雨
警
報
土
レ
ベ
ル
２
大
雨
注
意
報
の
複
合
基
準
は
、
表
面
雨
量
指
数
と
流
域
雨
量
指
数
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
基
準
値
を
 

示
し
て
い
る
 

⑹
 
河
川
氾
濫
に
関
す
る
特
別
警
報
・
危
険
警
報
・
警
報
・
注
意
報
は
、
河
川
予
報
区
単
位
で
発
表
す
る
。
 

⑺
 
高
潮
に
関
す
る
特
別
警
報
・
危
険
警
報
の
基
準
値
に
用
い
る
潮
位
又
は
水
位
(※

)
は
一
般
に
高
さ
を
示
す
「
標
高
」
で
表
す
。「

標
高
」
の
基
準
面
と
し
て
東
京
湾
平
均
海
面
（
TP
）
 

を
用
い
る
が
、
島
嶼
部
な
ど
一
部
で
は
国
土
地
理
院
に
よ
る
高
さ
の
基
準
面
あ
る
い
は

 
M
S
L
（
平
均
潮
位
）
等
を
用
い
る
。

 

※
潮
位
に
波
浪
の
打
上
げ
高
を
加
え
た
海
面
の
高
さ
。
高
潮
予
報
海
岸
に
指
定
さ
れ
た
海
岸
で
は
、
潮
位
と
水
位
の
い
ず
れ
か
の
基
準
値
に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
る
場
合
に
高
い
方
の
 

警
戒
レ
ベ
ル
の
相
当
情
報
を
発
表
す
る
。
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（特別警報・危険警報・警報・注意報を補足する情報） 

 気象庁は、注意報、警報、危険警報、特別警報を補足する情報として、キキクル及び流域雨量指数の予測値を発表する。

これらの概要は、次のとおりである。 

種  類 内  容 

  

浸水キキクル 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方の領域ごとに５

段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更

新しており、大雨の警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認する

ことができる。 

・「災害切迫」(黒)：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベ

ル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の

確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

洪水キキクル 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の洪水害発生

の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情

報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨の警報

等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベ

ル５相当。 

・「危険」(紫):危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」(赤):高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」(黄):ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

大雨キキクル 
浸水キキクルと洪水キキクルのメッシュを重ね合わせ、危険度の高い色を優先的に表示した

もの。 

流域雨量指数の予測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川においては、その支

川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実

況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10分ごとに更新し

ている。 
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3. 津波に関する警報、注意報、情報、予報 
 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即時に推定し、これらを基に沿

岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津

波警報又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位で発表

する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置付けられる。 

津波警報等と共に発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。

ただし、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよ

い地震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海

域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表す

る大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉

を用いて発表し、非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」など

の言葉で発表した場合には、その後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報

等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 

 

（ア）津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等
の種類 

発表基準 
発表される津波の高さ(※) 

想定される被害と取るべき行動 数値での発表 
 

巨大地震の場
合の発表 

大津波警報 

予想される津波の最
大波の高さが高いと
ころで３m を超える
場合 

10m 超 
（10m＜予想される津波の最

大波の高さ） 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家屋が全
壊・流失し、人は津波による流れに
巻き込まれる。沿岸部や川沿いにい
る人は、ただちに高台や津波避難ビ
ルなど安全な場所へ避難する。警報
が解除されるまで安全な場所から離
れない。 

10m 
（５m＜予想される津波の最

大波の高さ≦10m） 
５m 

（３m＜予想される津波の最
大波の高さ≦５m） 

津 波 警 報 

予想される津波の最
大波の高さが高いと
ころで１m を超え、
３m 以下の場合 

３m 
（１m＜予想される津波の最

大波の高さ≦３m） 
高い 

標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生する。人は津波によ
る流れに巻き込まれる。沿岸部や川
沿いにいる人はただちに高台や津波
避難ビルなど安全な場所へ避難す
る。警報が解除されるまで安全な場
所から離れない。 

津波注意報 

予想される津波の最
大波の高さが高いと
ころで 0.2m 以上、１
m 以下の場合であっ
て、津波による災害
のおそれがある場合 

１m 
（0.2m≦予想される津波の

最大波の高さ≦１m） 

（表記しな
い） 

海の中では人は速い流れに巻き込ま
れ、また、養殖いかだが流失し小型
船舶が転覆する。海の中にいる人は
ただちに海から上がって、海岸から
離れる。海水浴や磯釣りは危険なの
で行わない。注意報が解除されるま
で海に入ったり海岸に近付いたりし
ない。 

※「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の

潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

（イ）津波警報等の留意事項 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間

に合わない場合がある。 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新す

る場合もある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。
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このうち、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断し

た場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続す

ることや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

・強い揺れを伴わないが大きな津波が発生するいわゆる津波地震や、火山の噴火、大 

規模な地すべり等（海底での地すべり等を含む。）により津波が発生し、津波警報 

等が発表されることがある。 

(2) 津波情報 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予

想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表す

る。 

 

（ア）津波情報の種類と発表内容 
情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報（注１） 

各津波予報区の津波の到達予想時刻（注２）や予想される津波の高

さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（注３） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表（注

４） 
（注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文では「津波警報・注意報・予報」

（VTSE41）に含まれる。 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到達する時刻である。場所によって

は、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲来することもある。 

（注３）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された最大波の観測時刻

と高さを発表する。 

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、観測された津波の

高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

・障害によって観測点からデータが入手できない場合や、地震発生後に何らかの原因でデータが入手できな

くなった場合など、津波の観測ができなくなっている観測点は「欠測」と発表する。「欠測」の観測点では

データが入手できていないものの津波が襲来している可能性がある、ということを念頭に、発表中の津波

警報等に応じて適切に対応する。 

（注４）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高

さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到

達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、一定の基

準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推

定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での

推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

《沿岸で観測された津波の最大波の発表内容》 

津波警報等の

発表状況 
観測された津波の高さ 内容 

大 津 波 警 報 
１m 超 数値で発表 

１m 以下 「観測中」と発表 

津 波 警 報 
0.2m 以上 数値で発表 

0.2m 未満 「観測中」と発表 

津 波 注 意 報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小

さい場合は「微弱」と表現） 
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《沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値（注））の発表内容》 

発表中の 

津波警報等 
沿岸で推定される津波の高さ 発表内容 

大 津 波 警 報 

３m 超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 

３m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定

値は「推定中」と発表 

津 波 警 報 

１m 超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 

１m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定

値は「推定中」と発表 

津 波 注 意 報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 
（注）沿岸から距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいため、沿岸での

推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝える。 
 

（イ）津波情報の留意事項 

①津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区の中で最も早く津波が到達する時刻である。 

同じ津波予報区の中でも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によって

は１時間以上遅れて津波が襲来することがある。 

・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、

局所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

②各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる

ので一層の警戒が必要である。 

③津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまで

に数時間以上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達して

いるおそれがある。 

④沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿

岸に津波が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所に

よっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 

 

(3) 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容

を津波予報で発表する。 
 発表基準 内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

0.2m未満の海面変動が予想されたとき 
高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配
はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報の解除後も海面変動が継続すると
き 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す
る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水
浴等に際しては十分な留意が必要である旨を発表 
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◯◯がわ

◯◯川氾濫注意情報
（警戒レベル2相当情報）

◯�　◯　川　洪�⽔�予�報
（報意洪 ⽔ 注

令�和　◯年　◯�⽉　　◯�⽇

第� 1� 号
発� 表� ）�
◯�時�　　◯�分

宮城県 仙台管区気象台 共同発表
せんだいかんくきしょうだいみ や ぎ け ん

（⾒出し）
　　◯◯がわ

◯◯川では、氾濫注意⽔位に到達し、今後、⽔位はさらに上昇
する⾒込み

（主⽂）
　◯◯がわ 　◯◯ 　◯◯�し      まち

【警戒レベル２相当】◯◯川の◯◯基準観測所（◯◯市・町）では、「氾濫注意⽔位」
に到達し、今後、⽔位はさらに上昇する⾒込みです。洪⽔に関する情報に注意してく
ださい。

（警戒レベル相当情報早⾒表）
◯◯川氾濫注意情報（警戒レベル2相当情報）

新着・更新 新着
基準観測所 ◯◯ ◯◯
対象河川 ◯◯川 ◯◯川

新
着
・
更
新

警戒レベル（ ）相当 2

現況⽔位
2

予測⽔位
新着 ◯◯市 2 -
新着 ◯◯郡◯◯町 2 -
新着 ◯◯郡◯◯町 2

◯◯郡◯◯町 -

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同⼀洪⽔予報区
間内の基準⽔位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相
当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸⽔が想定され
る地区が含まれる市区町村に対して⼀律に表⽰しているも
のです。

警戒レベル相当早⾒表の⾒⽅について
[防災⽤語ウェブサイト：早⾒表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?
key=hayamihyo

5 警戒レベル５相当
4 警戒レベル４相当
3 警戒レベル３相当
2 警戒レベル２相当

警戒レベル２未満

レベル２⽔位超過

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo
2014756jq
タイプライター
正規
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（⾬量）
多いところで、1時間に◯◯ミリの⾬が降っています。
この⾬は当分この状態が続くでしょう。

流域 ◯⽇ ◯時◯分〜◯⽇◯時◯分まで
の流域平均⾬量

◯⽇◯時◯分〜◯⽇◯時◯分まで
の流域平均⾬量の⾒込み

◯◯川流域 ◯ ミリ ◯ミリ

（⽔位または流量）

基準観測所 ⽔位（m）

◯◯

（◯◯市）

ゼロ点⾼ E.L.= ◯◯ ｍ

◯⽇

◯ :00現在

◯◯

:00予測 :00予測 :00予測 :00予測

-

:00予測

-

:00予測

-

警戒レベル2相当

氾濫注意⽔位　　　　　　　　　　◯◯ｍ

避難判断⽔位　　　　　　 ◯◯ｍ

氾濫危険⽔位　　　　　　 ◯◯ｍ

基準観測所 ⽔位（m）
◯ ⽇

:00現在

-

:00予測

-

:00予測

-

:00予測

-

:00予測

-

:00予測

-

:00予測

-

・ゼロ点⾼に関する解説
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）
（受け持ち区間）

基準観測所
◯◯

基準観測所
◯◯

基準観測所

◯◯市 ◯◯郡◯◯町

受け持ち区間

◯◯川
左岸 ◯◯市◯◯◯◯から◯◯市◯
　　　 ◯◯◯まで

右岸 ◯◯市◯◯◯◯から◯◯市◯
　　　 ◯◯◯まで

□⾬の情報を知りたい⽅はこちら
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:38.04916

今後の⾬（解析⾬量・降⽔短時間予報） 6700/lon:140.736666700/colordepth:normal/elements:slmcs
&slmcs_fcst&rasrf

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯◯ ◯◯ ◯◯

◯◯

（◯◯郡◯◯町）

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ゼロ点⾼ E.L.= ◯◯ ｍ
氾濫注意⽔位　　　　　　　　　　◯◯ｍ

避難判断⽔位　　　　　　 ◯◯ｍ

氾濫危険⽔位　　　　　　 ◯◯ｍ

◯◯川
左岸 ◯◯市◯◯◯◯から◯◯市◯
　　　 ◯◯◯まで

右岸 ◯◯市◯◯◯◯から◯◯市◯
　　　 ◯◯◯まで

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:38.049166700/lon:140.736666700/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:38.049166700/lon:140.736666700/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:38.049166700/lon:140.736666700/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf
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□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面 https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?
rwtype=10&rwcd=8202001200

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら
水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?
x=140.736666700&y=38.049166700&z=13

今後の雨
（解析雨量・

降水短時間予報）

川の防災情報
洪水予報画面 水害リスクライン 浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：宮城県 土木部河川課 電話：022-211-3173
気象関係：気象庁 仙台管区気象台 気象防災部予報課 電話：022-297-8003

https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8202001200
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8202001200
https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.736666700&y=38.049166700&z=13
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.736666700&y=38.049166700&z=13
risai
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附属資料１６-２(１/１) 

水   防   警   報 

 

河 川 名 

 

種  別 

 

発表番号 

 

発 表 日 時 

 

 発表事務所 

 

 

 

 

 

       

 

  月   日    時  分 

 

土木事務所 

 

本 文 

１ （待機・準備） 

①   時   分現在水位は，②      量水標において③      mに達し，１時

間④      cmの割合で上昇中。⑤      では水防準備が必要です。 

 

２ （出   動） 

①   時   分現在水位は，②      量水標において③      mに達し，１時

間約④      cmの割合をもって上昇中で大きな洪水になりそうですから⑤      で

は水防団の出動が必要です。 

 

３ （解   除） 

①   時   分現在水位は，②      量水標において③      mとなり，引き

続き減水する見込みです。④      における水防警報を解除します。 

 

（発信者         ） （受信者         ） （   時   分送受信） 

 

 

 

 

 

 参考：水防団待機水位（通報水位）    ｍ 

氾濫注意水位（警戒水位）     ｍ 

 発令対象：    市・町・村 



【第○報】

通知７

釜房ダム管理所

＜ダム操作に関する通知＞

○時○分頃から下流に流れる水量が増える 緊急放流（異常洪水時防災操作）を実施します。

　そのため、洪水氾濫のおそれがあります。

※今後の降雨状況により時間が前後する可能性がありますので、ご注意ください。

※川の防災情報：https://www.river.go.jp/

※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

＜受信確認＞ 釜房ダム管理所 TEL:0224-84-2171 FAX:0224-84-4490

【重要通知　緊急放流　○時間前】

ダム連絡 正規 通知（受信確認が必要）

緊急 釜房ダム

令和○年○月○日○時○分

発信者：管理係

名取川水系碁石川釜房ダム（宮城県川崎町）では、現在、防災操作（洪水調節）を行っています。

今後、計画規模を超える洪水が予想されるため、ダムに水を貯められなくなり、○月○日

　移行する場合は、おおむね１時間前にも事前通知をしますので、ダムからの連絡等に注意してください。

発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻

釜房ダム管理所 管理係
令和○年○月○日○時

○分

■緊急放流について

本連絡での緊急放流とは、ダムの能力を超えるような大雨によりダムが満水になるとダム上流側から流入する水をそれ以上貯留

できなくなることから、ダムからの放流量をダムへの流入量と同程度となるように増加させ、満水に達したらダムへの流入量をそ

のまま下流に通過させる操作（異常洪水時防災操作）を行うことです。

・ダム下流の河川で水量・水位が増加し、氾濫のおそれがあり。

・避難指示等の措置が必要。

risai
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【第○報】

通知8

釜房ダム管理所

＜ダム操作に関する通知＞

 今後、計画規模を超える洪水が予想されるため、ダムに水を貯められなくなり、○月○日○時○分

頃から下流に流れる水量が増える 緊急放流（異常洪水時防災操作）を実施します。

 そのため、洪水氾濫のおそれがあります。

 緊急放流（異常洪水時防災操作）に移行した場合は、ただちにその旨を通知します。

※今後の降雨状況により時間が前後する可能性がありますので、ご注意ください。

※川の防災情報：https://www.river.go.jp/

※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

＜受信確認＞ 釜房ダム管理所 TEL：0224-84-2171 FAX：0224-84-4490

ダム連絡 正規 通知（受信確認が必要）

緊急 釜房ダム

令和○年○月○日○時○分

発信者：管理係

 名取川水系碁石川釜房ダム（宮城県川崎町）では、現在、防災操作（洪水調節）を行っていますが、防災操作（洪水調

節）に使用できるダムの空容量が減少しています。

発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻

釜房ダム管理所 管理係
令和○年○月○日○

時○分

【重要通知 緊急放流 １時間前】

■緊急放流について

本連絡での緊急放流とは、ダムの能力を超えるような大雨によりダムが満水になるとダム上流側から流入する水をそれ以上貯

留できなくなることから、ダムからの放流量をダムへの流入量と同程度となるように増加させ、満水に達したらダムへの流入量

をそのまま下流に通過させる操作（異常洪水時防災操作）を行うことです。

・ダム下流の河川で水量・水位が増加し、氾濫のおそれがあり。

・避難指示等の措置が必要。

risai
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【第○報】

通知９

釜房ダム管理所

＜ダム操作に関する通知＞

に 緊急放流（異常洪水時防災操作）を開始しました。

※川の防災情報：https://www.river.go.jp/

※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

＜受信確認＞ 釜房ダム管理所 TEL：0224-84-2171 FAX：0224-84-4490

令和○年○月○日○時○分

発信者：管理係

 名取川水系碁石川釜房ダム（宮城県川崎町）では、計画規模を超える洪水のため、○月○日○時○分

【重要通知 緊急放流 開始】

ダム連絡 正規 通知（受信確認が必要）

緊急 釜房ダム

発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻

釜房ダム管理所 管理係
令和○年○月○日○時

○分

■緊急放流について

本連絡での緊急放流とは、ダムの能力を超えるような大雨によりダムが満水になるとダム上流側から流入する水をそれ以上貯留

できなくなることから、ダムからの放流量をダムへの流入量と同程度となるように増加させ、満水に達したらダムへの流入量をそ

のまま下流に通過させる操作（異常洪水時防災操作）を行うことです。

・ダム下流の河川で更に水量・水位が増加し、氾濫の危険あり。

・避難指示等の措置が必要。
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【第○報】

情報１０

釜房ダム管理所

＜ダム操作に関する連絡＞

を下回ったため、○月○日○時○分に

※川の防災情報：https://www.river.go.jp/

※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

　名取川水系碁石川釜房ダム（宮城県川崎町）では、流入量が計画最大のダム流下量（計画最大放流量）

緊急放流（異常洪水時防災操作）を終了しました。

　今後、ダム流下量（放流量）を低下させますが、河川水位は引き続き高い状態が続きますので、注意してくださ

い。

発信者：管理係

ダム連絡 正規 情　報

釜房ダム緊急放流　終了の情報

令和○年○月○日○時○分

■緊急放流について

本連絡での緊急放流とは、ダムの能力を超えるような大雨によりダムが満水になるとダム上流側から流入する水をそれ以上貯留でき

なくなることから、ダムからの放流量をダムへの流入量と同程度となるように増加させ、満水に達したらダムへの流入量をそのまま下

流に通過させる操作（異常洪水時防災操作）を行うことです

risai
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附属資料１８(１/２) 

副 所 長 
河川管理 

課  長 

名 取 川 

出張所長 

   

 
名取川出張所    日  時  分   → 河川管理課    日  時  分 

 

笊川樋門操作（閉扉）に関する情報 
                             国土交通省仙台河川国道事務所 

 

名取橋水位観測所の水位は、  日  時  分現在、 ．  ｍに達し、 

 

                   が始まった 

   名取川本川から旧笊川への逆流           ことから、 

                   のおそれがある 

 

  日  時  分 

 

より、            の閉扉操作を開始 

       笊川樋門のゲート            したので、 

に、             を全閉 

 

情報提供します。 

 

 なお、笊川樋門の内外水位（量水標）は  日  時  分現在、 

 

  内水位（堤内地側） ：   ．   ｍ 

 

  外水位（堤外地側） ：   ．   ｍ  となっております。 

発信者・送信時刻 受信者・受信確認 

仙台河川国道事務所河川管理課  日  時  分 

 

 

 

          ＦＡＸ ３０４－１９０５ 

宮城県仙台土木事務所  日  時  分 

          ＴＥＬ ２９７－４１５５ 

ＦＡＸ ２９７－４１５５ 

仙台市消防局  日  時  分 

          ＴＥＬ ２３４－１１１１ 

ＦＡＸ ２３４－２３６４ 

同報（危機管理局ＦＡＸ ２１４－８０９６） 

（河 川 課 ＦＡＸ ２６８－４３１２） 

※原則、「全閉」に関する情報を共有。 

（様式 イ） 



 

附属資料１８(２/２) 

副 所 長 
河川管理 

課  長 

名 取 川 

出張所長 

   

 
名取川出張所    日  時  分   → 河川管理課    日  時  分 

 

笊川樋門操作（開扉）に関する情報 
                             国土交通省仙台河川国道事務所 

 

笊川樋門のゲートは、  日  時  分から全閉しておりましたが、 

 

              高くなった 

   内水位が外水位より               ことから、 

              高くなる見込みである 

 

  日  時  分 

 

より、            の開扉操作を開始 

       笊川樋門のゲート            したので、 

に、             を全開 

 

情報提供します。 

 

 なお、笊川樋門の内外水位（量水標）は  日  時  分現在、 

 

  内水位（堤内地側） ：   ．   ｍ 

 

  外水位（堤外地側） ：   ．   ｍ  となっております。 

発信者・送信時刻 受信者・受信確認 

仙台河川国道事務所河川管理課  日  時  分 

 

 

 

          ＦＡＸ ３０４－１９０５ 

宮城県仙台土木事務所  日  時  分 

          ＴＥＬ ２９７－４１５５ 

ＦＡＸ ２９７－４１５５ 

仙台市消防局  日  時  分 

          ＴＥＬ ２３４－１１１１ 

ＦＡＸ ２３４－２３６４ 

同報（危機管理局ＦＡＸ ２１４－８０９６） 

（河 川 課 ＦＡＸ ２６８－４３１２） 

※原則、「全開」に関する情報を共有。 

（様式 ロ） 
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